
事 業 提 携 協 定 書 

 

長岡市、公益財団法人長岡市芸術文化振興財団及び公益財団法人東京フィルハーモニ

ー交響楽団は、音楽活動を通じて相互に協力し合い、長岡市における文化の振興と、市

民の福祉の増進を図ることを目的として次のとおり協定する。 

 

１． 長岡市と公益財団法人長岡市芸術文化振興財団は、音楽環境の醸成に配慮し、公

益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団が行う演奏会等の芸術活動を支援する。 

   

２． 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団は、市民を対象とした音楽の啓発や

青少年の育成に努め、長岡市及び公益財団法人長岡市芸術文化振興財団が行う演奏

会等の芸術活動を支援する。 

  

３． 長岡市、公益財団法人長岡市芸術文化振興財団及び公益財団法人東京フィルハー

モニー交響楽団は、相互の独立性と自立性を基本とし、音楽の情報収集活動、広報

宣伝活動、販売促進活動、その他必要な事項に関し協力を行う。 

 

４． 各年度の事業計画及びこの協定の実施につき疑義の生じた事項又はこの協定に定

めのない事項については、その都度、３者で協議の上、定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、３者で署名の上、各自その１通を

保有するものとする。 

 

平成２７年３月１２日 

 

  所在地 新潟県長岡市大手通一丁目４番地１０ 

名 称 長岡市 

代表者 長岡市長  森 民夫 

 

  所在地 新潟県長岡市千秋三丁目１３５６番地６ 

名 称 公益財団法人長岡市芸術文化振興財団 

代表者 理 事 長  森 民夫 

 

  所在地 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 

名 称 公益財団法人東京フィルハーモニー交響楽団 

代表者 理 事 長  三木谷 浩史 


